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施設入所（入院）者の食費・居住費の減額申請を!
　住民税非課税世帯などの人が、介護保険施設
に入所（入院）または短期入所したときは、食費・
居住費（滞在費）の負担の上限額（負担限度額）
があり、負担を軽減することができます（下表
参照）。また、すでに負担限度額の認定を受けて
いる人も、６月30日㊊で有効期限が切れていま

すので、古い認定証（桃色）を持参し、７
月31日㊍までに更新の手続きをしてくださ
い。
■申請先＝本庁・高齢
者支援課または各支
所担当課。

□問本庁・高齢者支援課
※（　）内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額。

□「食費」と「居住費」の負担限度額（１日当たり）

 490円  
（320円）
490円  

（420円）
1,310円  
（820円）

300円

390円

650円

食　費
ユニット型個室利用者負担段階（住民税非課税世帯）

820円

820円

1,310円

490円

490円

1,310円

0円

320円

320円

老齢福祉年金受給者または生活保護の
受給者
本人の合計所得金額＋課税年金収入額
が80万円以下の人

利用者負担段階が第1・2段階以外の人

ユニット型準個室 従来型個室 多床室
居　住　費

第１段階

第２段階

第３段階

くらしの

情報

　

県
で
は
、
里
親
に
な
っ
て
子

ど
も
を
育
て
て
い
た
だ
け
る
人

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
里
親
に
つ
い
て
知
っ

て
い
た
だ
く
た
め
に
、『
里
親
制

度
説
明
会
』
を
開
催
し
ま
す
。

里
親
に
興
味
が
あ
る
人
、
里
親

を
希
望
す
る
人
は
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
＝
７
月
17
日
㊍
午
後
１

時
30
分
か
ら
（
30
分
程
度
）。

▼
と
こ
ろ
＝
県
天
草
地
域
振
興

局
会
議
棟
２
階
・
第
２
小
会

議
室
。

※
説
明
会
終
了
後
は
、
個
別
相

談
に
応
じ
ま
す
。

□問
県
子
ど
も
家
庭
福
祉
課
☎
０

９
６（
３
３
３
）２
２
２
８

　

県
福
祉
総
合
相
談
所
で
は
、

専
門
員
に
よ
る
知
的
障
が
い
者

（
児
）巡
回
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

▼
と
き
＝
９
月
８
日
㊊
、
翌
９

日
㊋
。
時
間
は
申
込
者
に
後

日
通
知
し
ま
す
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
地
域
振
興

局
。

▼
内
容
＝
療
育
手
帳
の
新
規
判

定（
対
象
…
３
歳
以
上
）、
再

判
定
、
総
合
的
な
相
談
（
対

象
…
18
歳
以
上
）。

▼
申
込
方
法
＝
７
月
28
日
㊊
ま

で
に
本
庁
・
福
祉
課
へ
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁
・
福
祉
課

▼
補
助
金
の
概
要
＝
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
や
市
民
活
動
団
体
な
ど
が

地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
て

創
意
工
夫
す
る
市
民
活
動
に

対
し
、
認
め
ら
れ
る
事
業
経

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
申
請
方
法
＝
７
月
31
日
㊍
ま

で
に
、
市
男
女
共
同
参
画
セ

ン
タ
ー
ぽ
ぽ
ら
す
へ
申
請
書

（
同
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
・

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□問
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

ぽ
ぽ
ら
す
☎
㉓
８
２
０
０

▼
と
き
＝
７
月
14
日
㊊
午
後
１

時
30
分
か
ら
同
３
時
30
分
ま

で
。

▼
と
こ
ろ
＝
本
庁（
別
館
）・
C

会
議
室
。

▼
申
込
方
法
＝
事
前
に
電
話
で

本
庁（
別
館
）・
農
業
委
員
会

事
務
局
へ
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

※
受
給
予
定
者
以
外
の
人
も
参

加
で
き
ま
す
。

□問
本
庁（
別
館
）・
農
業
委
員
会

事
務
局

　

市
内
の
人
権
擁
護
委
員
の
皆

さ
ん
が
、
人
権
問
題
や
家
庭
問

題
・
金
銭
問
題
な
ど
の
相
談
に

応
じ
る
特
設
人
権
相
談
所
を
、

次
の
と
お
り
開
設
し
ま
す
。

時
か
ら
）。※
網
・
わ
な
・
第

二
種
銃
猟
は
８
月
12
日
の

み
、
第
一
種
銃
猟
は
両
日
の

受
講
と
な
り
ま
す
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
建
設
会
館

（
本
渡
町
広
瀬
）。

▼
申
込
方
法
＝
当
日
会
場
で
受

け
付
け
。

□問
県
猟
友
会
☎
０
９
６
（
３
７

１
）６
６
４
１

〔
狩
猟
免
許
新
規
取
得
の
経
費

　
を
補
助
〕

▼
補
助
対
象
＝
市
内
在
住
で
狩

猟
免
許
を
新
た
に
取
得
し
た

人
。

▼
補
助
額
＝
免
許
取
得
に
要
し

た
経
費
の
２
分
の
１
（
た
だ

し
、
１
万
円
を
限
度
）。

▼
申
請
方
法
＝
本
庁
（
別
館
）・

農
林
整
備
課
、
各
支
所
担
当

課
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁（
別
館
）・
農
林
整
備
課

／
各
支
所
担
当
課

　

森
林
法
で
は
、
地
域
森
林
計

画
区
域
の
立
木
を
伐
採
す
る
と

き
は
、
伐
採
と
伐
採
後
の
造
林

の
届
出
書
の
提
出
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
＝
7
月
23
日
㊌
午
前
10

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
。

▼
と
こ
ろ
＝
有
明
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
。

□問
天
草
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

（
熊
本
地
方
法
務
局
天
草
支

局
内
）☎
㉒
２
４
６
７

〔
狩
猟
免
許
試
験
〕

▼
と
き
＝
８
月
24
日
㊐
午
前
９

時
か
ら
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
地
域
振
興
局

（
今
釜
新
町
）。

▼
申
込
方
法
＝
８
月
14
日
㊍
ま

で
に
、
天
草
地
域
振
興
局
林

務
課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

□問
天
草
地
域
振
興
局
林
務
課

　

☎
㉒
４
３
５
９

〔
狩
猟
免
許
試
験
の
講
習
会
〕

▼
対
象
＝
事
前
に
天
草
地
域
振

興
局
林
務
課
で
免
許
試
験
の

申
し
込
み
手
続
き
を
完
了
し

て
い
る
人
。

▼
と
き
＝
８
月
12
日
㊋
、
同
22

日
㊎
（
両
日
と
も
に
午
前
９

　

届
け
出
は
面
積
や
樹
木
の
種

類
な
ど
に
関
係
な
く
、
伐
採
を

開
始
す
る
90
日
か
ら
30
日
前
ま

で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁（
別
館
）・
農
林
整
備
課

　

市
内
で
は
、
土
砂
災
害
で
建

物
が
破
壊
さ
れ
、
住
民
に
大
き

な
被
害
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る

場
所
を
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域
（
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
）
と
し

て
、
県
が
区
域
指
定
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

同
区
域
内
に
、
住
宅
や
事
務

所
等
の
新
築
・
建
て
替
え
・
増

改
築
な
ど
を
行
う
と
き
は
、
想

定
さ
れ
る
土
砂
の
衝
撃
に
耐
え

る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
の
設

置
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
都
市
計
画
区
域
外
で
あ

っ
て
も
建
築
確
認
申
請
手
続
き

が
必
要
で
す
。

　

急
傾
斜
地
や
地
滑
り
区
域
等

に
建
物
な
ど
を
新
築
・
増
改
築

す
る
と
き
は
、
区
域
の
指
定
に

つ
い
て
、
必
ず
天
草
地
域
振
興

局
工
務
第
二
課
☎
㉒
４
６
４
３

に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁（
別
館
）・
建
築
課

※詳しいことは□問に
　お問い合わせください。

子
育
て

子
育
て

行
　
政

行
　
政

知
的
障
が
い
者（
児
）

　
　
　
　
　
　

巡
回
相
談

里
親
制
度
説
明
会
を

　
　
　
　
　

開
催
し
ま
す

健康運動教室の参加者募集!
■対　象＝市内在住の人。
■内　容＝筋力トレーニング・ストレッチ・
エアロバイク運動。自宅などで行う運動
（ウォーキング・スロージョギング）の
紹介。

■実施期間＝８月から翌年３月まで。
■参加料＝月額500円。
■申込方法＝７月15日㊋までに、電話また

は直接、天草中央保健福祉センターへ申し込ん
でください（先着順）。
〔説明会〕●天草中央保健福祉センター…７月16
日㊌午後１時30分から同２時30分まで●新
和保健福祉総合センター…同17日㊍午後２時
から同３時まで●有明保健センター…同18日
㊎午前10時から同11時まで。

天草中央保健福祉センター（亀場町） 毎週月・木曜日

新和保健福祉総合センター 毎週月・木曜日

各2０人

会　　　　場 実　　施　　日　　時 募集人員

①午前の部…９：30～11：30
②午後の部…13：30～15：30

13：30～15：30 10人

有明保健センター 毎週火・金曜日 9：30～11：30 ５人

□問天草中央保健福祉センター☎㉔3737

くらしの情報

農
業
者
年
金
受
給
予
定
者
の

　
　
　
　
　

説
明
会
を
開
催

市
民
活
動
支
援
事
業

補
助
金
の
事
業
申
請
を
募
集

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は

　
　
　
　
　

届
け
出
が
必
要
で
す

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
に

住
宅
な
ど
を
新
築
・
増
改
築
す
る
と
き
は

平
成
26
年
度

　

 

狩
猟
免
許
試
験
を
実
施

←

←


